
　
介
護
保
険
料
の
見
直
し

　

65
歳
以
上
の
方
が
納
め
る
介
護

保
険
料
は
、
市
区
町
村
が
3
年
ご

と
に
策
定
す
る
介
護
保
険
事
業
計

画
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、

介
護
保
険
制
度
だ
け
で
な
く
、
高

齢
者
の
健
康
づ
く
り
や
介
護
予
防
、

生
活
支
援
施
策
な
ど
各
種
保
健
福

祉
事
業
も
含
め
た
総
合
的
な
「
高

齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険

事
業
実
施
計
画
」
と
し
て
策
定
さ

れ
ま
す
。
（
5
月
に
全
戸
配
布
し

ま
し
た
計
画
の
概
要
版
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
）

　

今
回
の
計
画
は
第
6
期
と
な
り
、

計
画
期
間
中（
平
成
27
〜
29
年
度
）

の
高
齢
者
数
や
要
介
護
認
定
者
数

の
推
計
を
行
う
と
と
も
に
、
3
年

間
で
必
要
と
な
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
見
込
み
か
ら
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
か
か
る
費
用
を
推
計
し
、

新
た
な
介
護
保
険
料
を
算
定
し
ま

し
た
。

　
高
齢
者
の
現
状

　

町
の
高
齢
化
率
は
、
平
成
26
年

10
月
時
点
で
23
％
に
達
し
、
今
後

も
上
昇
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま

れ
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
要
介
護

認
定
者
数
も
ま
す
ま
す
増
加
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
第
6
期
の
介
護
保
険
料

　

町
全
体
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か

か
る
費
用
は
、
第
5
期
計
画
期
間

（
平
成
24
〜
26
年
度
）
は
約
22
億

8
千
万
円
で
し
た
が
、
第
6
期
計

画
期
間
（
平
成
27
〜
29
年
度
）
は

約
31
億
1
千
万
円
に
増
加
す
る
見

込
み
で
す
。

　

そ
の
要
因
と
し
て
、
要
介
護
認

定
者
の
増
加
に
伴
う
居
宅
サ
ー
ビ

ス
や
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
施

設
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
増
加
に
よ
る

給
付
費
の
伸
び
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
第
6
期

に
必
要
な
保
険
料
を
試
算
し
、
基

準
額
を
月
額
4
，3
0
0
円
か
ら

5
，1
5
0
円
に
改
定
し
ま
し
た
。

　
介
護
保
険
料
の
決
め
方

　

介
護
保
険
の
財
源
は
、
半
分
が

国
、
県
、
市
町
村
の
公
費
（
税
金
）

で
、
半
分
が
40
歳
以
上
の
方
の
納

め
る
保
険
料
に
よ
り
賄
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

町
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る

費
用
の
全
体
の
う
ち
、
約
22
％
を

65
歳
以
上
の
方
の
人
数
で
割
り
、

基
準
額
を
算
出
し
、
課
税
状
況
な

ど
に
応
じ
た
所
得
段
階
別
の
保

険
料
を
設
定
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、人
口
や
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
状
況
な
ど
に
よ
り
保

険
料
額
が
算
出
さ
れ
る
た
め
、
市

区
町
村
に
よ
っ
て
保
険
料
額
に
違

い
が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
適
正
化

　

町
で
は
所
得
段
階
を
13
段
階
で

設
定
し
、
所
得
や
負
担
能
力
に
応

じ
た
保
険
料
と
な
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
27
年
度
か
ら
町
民

税
非
課
税
世
帯
の
方
な
ど
所
得
の

低
い
方
に
は
、
新
た
に
公
費
負
担

に
よ
る
保
険
料
軽
減
の
仕
組
み
を

導
入
し
、
段
階
的
に
負
担
軽
減
を

図
り
ま
す
。

　
保
険
料
額
の
お
知
ら
せ

　

今
年
度
の
各
個
人
そ
れ
ぞ
れ
の

介
護
保
険
料
額
は
、
6
月
中
旬
に

お
送
り
す
る
納
入
通
知
書
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

　
一
人
一
人
が
納
め
る
保
険
料
は
、

介
護
保
険
を
健
全
に
運
営
す
る
た

め
の
大
切
な
財
源
で
す
。
皆
さ
ん

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
平
成
27
年
度
か
ら
29
年
度
の
介
護
保
険
料
の
基
準
月
額
が

5
，1
5
0
円
に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。
介
護
保
険
料
は
、
3
年
ご
と

に
見
直
さ
れ
る
介
護
保
険
事
業
計
画
の
中
で
、
今
後
必
要
と
な
る

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
を
推
計
し
て
算
定
し
ま
す
。
今
回
の
計
画

見
直
し
で
改
定
さ
れ
た
保
険
料
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●問 

保
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産
業
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☎
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－
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１
７

65
歳
以
上
の
方
へ

平
成
27
年
度
か
ら

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　
南
足
柄
市・大
井
町・松
田
町・山

北
町・開
成
町
の
1
市
4
町
で
は
、足

柄
上
地
区
の
消
費
需
要
を
喚
起
す

る
と
と
も
に
、地
域
経
済
の
活
性
化

を
図
る
た
め
、足
柄
上
地
区
商
工
会

連
絡
協
議
会（
南
足
柄
市
商
工
会・

足
柄
上
商
工
会・山
北
町
商
工
会
）と

連
携
し
て「
あ
し
れ
ん
プ
レ
ミ
ア
ム
商

品
券
」を
発
行
し
ま
す
。

ど
ん
な
商
品
券
？

　

今
回
発
行
す
る「
あ
し
れ
ん
プ
レ

ミ
ア
ム
商
品
券
」は
、1
市
4
町
の

参
加
登
録
店
で
商
品
の
購
入
や
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
券
で
、1
セ
ッ
ト
1
万
2
千
円

分（
１
千
円
券
12
枚
つ
づ
り
）を
1

万
円
で
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。な
お
、商
品
券
の
払
い
戻
し
、

転
売
は
で
き
ま
せ
ん
。

お
得
な
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
発
行
し
ま
す

1
万
円
で
1
万
2
千
円
分
の
買
物
が
で
き
ち
ゃ
い
ま
す

■販売総額（開成町分）
6,600万円（5,500セット）

■販売開始日
６月28日（日）
※商品券がなくなり次第終了。

■商品券利用可能期間
６月28日（日）～10月31日（土）
※期間経過後の商品券は無効になります。

■購入できる人
開成町在住・在勤の16歳以上の方
（平成12年４月１日までに生まれた方）

■購入限度
１人あたり５セットまで

■商品券の内容
１セットあたり1,000円券12枚つづり
　（内訳は、全店舗共通券６枚、
　中小店舗限定券６枚）
※中小店舗限定券を利用で
きる店舗は、商品券参加
登録店のうち、売場面積
500㎡未満の店舗。

あしれんプレミアム商品券の概要

商品券の販売場所や
購入方法は、6月15日に
配布するチラシを
ご覧ください。
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介護給付費

高齢化率

介護給付費と高齢化率の推移

介護保険の財源

所得段階

第 1 段階

第 2 段階

第 3 段階

第 4 段階

第 6 段階

第 7 段階

第 8 段階

第 9 段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

基準額×0.45

基準額×0.68

基準額×0.72

基準額×0.95

基準額×1.20

基準額×1.25

基準額×1.55

基準額×1.70

基準額×1.80

基準額×1.90

基準額×2.00

基準額×2.10

27,810円

42,020円

44,490円

58,710円

74,160円

77,250円

95,790円

105,060円

111,240円

117,420円

123,600円

129,780円

 

老齢福祉年金受給者

本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下

本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下

本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円超

本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下

本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円超

本人の前年の合計所得金額が125万円未満

本人の前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満

本人の前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満

本人の前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満

本人の前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満

本人の前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満

本人の前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満

本人の前年の合計所得金額が800万円以上

生活保護受給者

世帯全員が
町民税非課税

本人は町民税非課税
だが、世帯の中に課
税されている方がいる

本人が
町民税課税

対象者 1年間に納める介護保険料

第 6期介護保険料（平成 27～29年度）

国
20.0％

国の調整交付金
5.0％

県　12.5％

町　12.5％
40～64歳の方の保険料

28.0％

65歳以上の方の
保険料　22.0％


